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お申し出があればこれからいままで

本書面は弊社取扱いの「書類のデジタル提供およびインターネット残高照会サービス」の概要を紹介するために作成
したもので、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、特定の金融商品を勧誘するものではありません。

閲覧方法やデジタル提供のメリットなど、詳細は次のページをご覧ください

※書面（紙）での提供を希望される場合は、委託手数料割引の適用外となります。

※その他の割引とは併用できません。

11月より国内株の委託手数料を１％割引 いたします!!

交付書類のデジタル提供に伴い、

書面（紙）での提供

≪お手続きが必要≫

原則デジタルの提供

≪お手続き不要≫
お客様へ

書面（紙）での提供

金融商品取引法等の改正をうけて、光証券からお客様へ交付する書類は原則デジタル提供となります。

今後は、スマートフォンやパソコン・タブレット等でご確認いただきますようお願いいたします。

ただし、お申し出があれば従来通り書面（紙）での提供も可能です。

【交付書類の原則デジタル提供とは】

となります

光証券からお客様へ交付する書類は

2025年 月 日より

※光証券より重要なお知らせ※



※書面（紙）での提供を希望され、お手続きいただいた方には送付いたしません。

デジタル提供になるにあたってお手続きは必要ありません。

お客様には2025年10月以降順次ログインに必要な仮ログインパスワードを送付いたします。

仮ログインパスワード到着後、初回のみ設定が必要となりますので右ページをご覧ください。

【デジタル提供の手続きは必要なの？】

サービス利用料は

無料！

スマートフォンやパソコン等でお預り資産・取引履歴等を確認できる

『インターネット残高照会サービス』 も併せて開始いたします。

お預り資産や取引履歴がいつでも確認できる！2

「まだ届かない？」はもうありません。大切なご報告は、翌営業日に確実にお届けします。

また、書類を紛失する心配がなくなり、ご自宅・外出先どこからでもチェックできます。

ポストより速く、確実。

重要書類は翌営業日にスマートフォン(パソコン)へ！
1

【デジタル提供にはどんなメリットがあるの？】

お客様の環境などに応じて、必要な情報が分かりやすく提供されるよう金融商品取引法の

改正が行われました。これをきっかけに、お客様によりわかりやすく便利な情報提供を行う

ため、証券業界ではデジタル化を推進しております。

【どうして原則デジタル提供になるの？】

書類のデジタル提供について



右記コードにアクセスまたは

https://www.hikarishoken.com/agreement/guide.pdf

にアクセスし、「インターネット電子交付サービス 利用マニュアル」を選択

【操作の詳細はこちらをご覧ください】

≪ご利用可能時間≫

6：00～26：00 ［AM2:00］

（平日・休日ともに利用可能）

預り資産・取引履歴等は前営業日の

約定日基準の情報が表示されます。

（リアルタイムではない為ご注意ください）

TOPページが表示されます。

ここから預り資産・取引履歴、電子書類

などの閲覧が可能です。

4

ログインパスワードとセキュリティコードの変更

画面が表示されます。

お客様自身で新しいものへご変更ください。

※初回のみ※3
部店コード・口座番号・ログインパスワードを

入力後、ログインボタンを押します。

※初回は当社からお送りする 「仮ログイン

パスワード」をご入力ください。

2

まず光証券のログインページにアクセスします。

※ただし、2025年10月以降に送付する仮ログインパスワードが届き次第、

ログイン可能となります。

1

スマートフォン・パソコン等での閲覧方法



商号等
加入協会
指定紛争解決機関

光証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第30号
日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（連絡先：0120-64-5005）

から

役立つ情報をお届けします。 https://www.hikarishoken.com/

ホームページをご覧ください（下記URLまたはコードよりアクセスできます）

オンライン相談ルーム

『すぐリモ』

オンラインでもご相談承ります（入室には8ケタのルームキーが必要です）

※9月22日以降は各支店までお問い合わせください。

（受付時間 平日09：00～17：00）

TEL：0120-078-515受付中

≪本件に関するお問い合わせ先≫

A. お申し出いただければ、従来通り書面（紙）を郵送いたします。

お手数ですが、下記の電話番号へ9月19日までにご連絡ください。

（※お手続き書類を郵送させていただきます）

Q. 今後も、書面（紙）で受け取りたい場合は？

A. 「取引報告書」 「取引残高報告書」 、その他当社が定め、残高照会

サービス上に掲げるものがデジタル提供となります。

詳しくは右記コードにアクセスまたは

https://www.hikarishoken.com/agreement/list.pdf

にアクセスして「デジタル提供書類一覧」をご参照ください。

Q. どんな書類がデジタル提供になるの？


